
 

 

１．件名 

三菱原子燃料株式会社の加工の事業の分割認可申請等について（行政相談） 

 

２．日時 

令和４年１２月２２日（木）１５時００分～１５時４０分 

 

３．場所 

原子力規制庁 １０階会議室（ＴＶ会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 原子力規制部 

審査グループ 核燃料施設審査部門 

小澤安全管理調査官、中野上席安全審査官、野村主任安全審査官、 

内海安全審査官、鈴木安全審査専門職 

三菱原子燃料株式会社（MHI原子燃料株式会社） 

 安全・品質保証部 部長 他６名 

 

５．要旨 

○三菱原子燃料株式会社（MHI原子燃料株式会社）から、令和４年１２月８日の行

政相談に引き続き、令和５年３月１５日に加工の事業を三菱原子燃料株式会社

から MHI原子燃料株式会社へ承継する予定であることを踏まえ、原子炉等規制

法上の必要な手続きについて行政相談があった。 

 

○原子力規制庁から、以下のとおり伝えた。 

（分割の認可に係る申請について） 

・原子炉等規制法（以下「法」という。）第１８条第１項に基づく分割の認可

については、準備でき次第、三菱原子燃料株式会社及び MHI原子燃料株式会

社から速やかに申請をすること。 

 

（経理的基礎に係る記載について） 

・経理的基礎に係る記載については、法第１８条第２項の規定において「法第

１４条第２号等の規定は、前項の認可に準用する。」とあることから、加工

規則第３条第２項第１号の許可における事業計画書と同等の説明が必要であ

る。 

 

（品質管理に必要な体制の整備に係る記載について） 

・加工規則第４条第１項第７号（品質管理に必要な体制の整備に関する事項）

及び同条第２項第７号（品質管理に必要な体制の整備に関する説明書）の内

容については、許可（令和２年５月２９日付の品質管理に係る届出の内容を



 

 

含む）の記載事項を踏まえ、必要な項目を分割の認可の申請書に記載し申請

すること。 

 

（許認可等に係る必要な手続きについて） 

・許認可等に係る必要な手続きについては、法第１８条による分割の認可後、

加工事業の全部を承継した MHI原子燃料株式会社において検討し、必要な手

続きを実施すること。 

・なお、必要な手続きについて確認事項があれば、適時行政相談を実施するの

で、MHI原子燃料株式会社から申し出ること。 

 

○三菱原子燃料株式会社（MHI原子燃料株式会社）から、承知した旨の回答があっ

た。 

 

６．配布資料 

資料１：MSR-22-050 加工事業者に係る分割認可申請について（その２） 

以上 


